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日本ボイラ協会（JBA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規

格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が改
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日本産業規格          JIS 
 B 8201：2022 
 

陸用鋼製ボイラ－構造 

Stationary steel boilers-Construction 

 

1 適用範囲 

1.1 適用するボイラ 

この規格は，陸用鋼製蒸気ボイラ及び温水ボイラ（以下，両者を総称する場合，ボイラという。）並びに

附属設備及び附属品について規定する。 

ここで，ボイラとは，火炎，燃焼ガス，その他の高温ガス（以下，燃焼ガスなどという。）によって，蒸

気又は温水を発生させる装置をいう。ただし，次の a)～f)に示すボイラには適用しない。 

a) 機関車，その他鉄道車両用ボイラ 

b) 電気ボイラ。ただし，その機械部分に対しては，この規格を適用する。 

c) 最高使用圧力 0.1 MPa 以下の蒸気ボイラで，胴の内径 200 mm 以下で長さ 400 mm 以下のもの，又は

伝熱面積 0.5 m2 以下のもの 

d) 圧力 0.1 MPa 以下で，伝熱面積 4 m2 以下の温水ボイラ 

e) 圧力 1 MPa 以下で，伝熱面積 5 m2 以下の貫流ボイラ及び多管式特殊循環ボイラ 

f) 鉄道車両を除く車両用及び移動式のもの 

g) 次のボイラには，その構造上差し支えない範囲で，この規格を適用することが可能である。 

－ 高圧又は高温の蒸気を発生し，この規格に規定しない主要材料を使用するもの 

－ 特殊な構造のもの 

注記 1 附属設備とは，ボイラに付設された過熱器，独立過熱器，再熱器及びエコノマイザをいう。た

だし，労働安全衛生法，“ボイラー及び圧力容器安全規則”では，独立過熱器が附属設備には含

まれない。 

注記 2 附属品とは，安全弁，逃し弁，逃し管，圧力計，水高計，水面測定装置，給水装置，蒸気止め

弁，吹出し弁，手動ダンパ，自動制御装置，主蒸気管，給水管などをいう。 

1.2 ボイラの範囲 

ボイラには，蒸気供給用止め弁及びこれに関連する止め弁，給水弁（エコノマイザとの間にある場合は

その弁，これがない場合はエコノマイザ入口のもの。）及びこれに関連する逆止め弁並びにブロー弁（二つ

ある場合にはボイラ本体から遠いもの。）を含み，それらの間にあるボイラ本体，過熱器，エコノマイザ，

管類なども含める。 

  


